
新型コロナウイルス感染拡大防止にともなう、発熱等の症状が発症したときの対応（令和３年～４年） 

 

 

             インフル・コロナ・風邪の見分けができないため 

必ず電話（受診予約）をしてください！ 

            インフル陽性（発症日）学校へ連絡               確認 

 

療養 

     陰性                                         解熱せず 

 

                                                                                         インフルエンザによる 

受診証明提出                                                                                療養報告書 

          保護者が記入して提出 

 

 

発症後日数 0（発症日） 1  2  3  4  5  6  7  8日目 

例１ 発症から 1日目に解熱した場合 発熱 解熱  

例２ 発症から 2日目に解熱した場合 発熱 解熱 
 

例３ 発症から 3日目に解熱した場合 発熱 解熱    

例４ 発症から 4日目に解熱した場合 発熱 解熱   

例５ 発症から 5日目に解熱した場合 発熱 解熱 
 

出席停止期間の基準は「発症後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日を経過するまで」となっており、どちらかではなく両方満たさなければならない。 

※コロナに感染した場合は、ＰＣＲ検査等で陰性となった後、関係機関に相談後に登校してください。 

かかりつけ医がいない・受診に迷う場合は、受診・相談センターへ 

県受診・相談コールセンター ☎０５７０－０８２－８２０ 

高崎市にお住まいの方は     ☎０２７－３８１－６１１２ 

発熱等の症状 

医療機関受診・検査 

登校可能 

出席停止 解熱 発症から 5 日経過 

登校可能 

発症から 4 日以上発熱 

解熱確認 解熱から２日経過 

登校可能 


